
集中改革プランにおける取組目標 １７年度～２１年度の取組実績

定
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理
の
取
組
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与
の
適
正
化

■ 全都道府県・政令指定都市で指定管理者制度を積極的に導入。 導入に併せ、

外郭団体等の組織のあり方を検討。廃止・統合も実施。

■ 指定管理者制度未導入施設については、廃止、民間譲渡、指定管理者制度導入など、

施設のあり方を検討。

■ 定型的業務や現業業務に加え、バックオフィス業務についても、 総務事務センターの

設置等により民間委託するなど、民間委託の業務範囲を拡大。

民
間
委
託
の
推
進

頁

Ｐ６

Ｐ１１

Ｐ１７■ 指定管理者制度導入施設数（平成２２年４月１日時点）

都道府県：６，８６２施設（６１．８％）、指定都市：６，３３４施設（５２．２％）

■ 民間委託実施団体比率が上昇

（例）学校給食（調理）（都道府県） Ｈ１６年末：７７% → Ｈ２２年４月：９６％（＋１９％）

総務関係事務（都道府県） Ｈ１６年末：５１％ → Ｈ２２年４月：７９％（＋２８％）

公用車運転（指定都市） Ｈ１６年末：４６％ → Ｈ２２年４月：７９％（＋３３％）

学校給食（運搬）（市区町村） Ｈ１６年末：５５％ → Ｈ２２年４月：７０％（＋１５％）

集中改革プランの主要な取組状況
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■ 技能労務職員給与について見直しに向けた取組方針を策定･･･都道府県、指定都市

全団体で実施(H20.7）

■ 重複支給の観点から検討を要する特殊勤務手当について･･･都道府県、指定都市

１５，２３４百万円（Ｈ１６） ⇒ ４０９百万円 （Ｈ２２） ▲１４，８２５百万円 【９７％以上削減】

■ 定年退職時の特別昇給の廃止･･･都道府県、指定都市

未実施団体数 ５団体(H17.4） → １団体（H18.4） → ０団体（H19.4）（全団体で実施）

■ 定年退職時の退職手当の支給率見直し･･･都道府県・指定都市

未実施団体数 １団体(H17.4） → ０団体(H18.4）（全団体で実施）

■ H17.4.1～H22.4.1における純減実績（速報値）
都道府県 ▲ ５．３％

政令指定都市 ▲ １０．６％

市区町村（政令指定都市除く） ▲ ９．９％

合 計 ▲ ７．５％
※１ 速報値のため数値に異動がある場合がある。

※２ 都道府県における教育・警察部門を除いた一般行政部門等の純減実績は、▲１４．８％。

■ 技能労務職員の給与の見直し

■ 特殊勤務手当の適正化

■ 退職手当等の見直し

■ H17.4.1～H22.4.1における純減目標（H21.8.1取りまとめ）
都道府県 ▲ ４．５％

政令指定都市 ▲ ９．４％

市区町村（政令指定都市除く） ▲ ８．６％

合 計 ▲ ６．４％

■ 権限移譲推進計画等の策定：１９団体

■ 移譲事務の項目や数の目標設定：１８団体

■ 市町村との協議の場や研究会の設置：１５団体

■ まちづくり等特定分野事務をパッケージ化した包括的移譲：２４団体

■ 権限移譲推進計画等の策定：１６団体（H16年度末：2４団体⇒計４０団体）

■ 移譲事務の項目や数の目標設定：１６団体（H16年度末：1２団体⇒計２８団体）

■ 市町村との協議の場や研究会の設置：１５団体（H16年度末：28団体⇒計43団体）

■ まちづくり等特定の分野の事務をパッケージ化する等の包括的移譲

：２２団体（H16年度末：10団体⇒計32団体）

市
町
村
へ
の
権
限
移
譲

Ｐ２５

資料 ２



集中改革プランの主要な取組状況

集中改革プランにおける取組目標 １７年度～２１年度の取組実績

出
先
機
関
の
見
直
し

■ 市町村合併に伴う総合出先機関の再編及び各種事務所・機関の

統合・廃止。

■ 総合出先機関制の廃止と特定機能に特化した個別事務所の設置。

■ 事務事業や機能・役割の見直しによる試験研究機関の統合、他県

事務所の廃止。

■ 全都道府県・政令指定都市で、事務事業の必要性等に関する仕分け

や、行政評価、外部意見を取り入れる仕組みを活用し事務事業の再編

・整理を実施。

事
務
事
業
の
再
編
・整
理

■公営企業の定員管理目標（H17.4.1～H22.4.1における純減率）

▲６．７％（市区町村を含む）※ 公営企業会計で定員管理の数値目標を設定している

37都道府県、13政令指定都市、933市区町村の集計

■公営企業の事業譲渡や廃止、民間的経営手法（指定管理者

制度・ＰＦＩ等）の導入。

公
営
企
業
の
定
員
管
理
・

経
営
改
革

※ 集中改革プラン取組目標については、総務省ホームページ （http://www.soumu.go.jp/iken/060828_1.html）参照

頁

Ｐ２６

Ｐ２７

Ｐ２８

■ 出先機関の見直しの取組

・職員の給与、旅費の支給等を行うために県内10ヵ所に設置されていた総務事務センター

を廃止し、本庁へ業務を集約（長野県）

・家庭問題に総合的・専門的に対応するため、京都児童相談所、婦人相談所、身体障害

者更生相談所、知的障害者更生相談所を統合し、家庭支援総合センターを設置（京都府）

・産学官の連携強化や知的財産戦略への対応の充実等を図るため、農業総合センター、

生物科学総合研究所、総合畜産センター、水産試験場、林業試験場、木材加工技術

センターを統合し、農林水産総合センターを設置（岡山県）

■公営企業の定員管理（H17.4.1～H22.4.1における純減実績値）

▲１２．４％（市区町村を含む） ※ 公営企業会計で定員管理の数値目標を設定している

37都道府県、13政令指定都市、933市区町村の集計

■公営企業の事業譲渡や廃止
・電気事業の民間譲渡（石川県） ・介護老人福祉施設の民間譲渡（北海道紋別市）

■ 民間的経営手法の導入

・神戸市立医療センター中央市民病院と神戸市立医療センター西市民病院を

統合再編し、地方独立行政法人化（神戸市）

・介護老人福祉施設の運営管理に指定管理者制度を導入（大分県中津市）

■ 事務事業の必要性等に関する仕分けを踏まえた検討を全団体で実施

・平成17年度：464項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、48事業を廃止。その他、縮小、民間
委託等を進め、一般財源ベースで約2億円の歳出削減。平成18年度：999項目の事務事業を見直し
対象にリストアップし、62事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約9億円
の歳出削減。平成19年度：642項目の事務事業を見直し対象にリストアップし、118事業を廃止。その
他、縮小、民間委託等を進め、一般財源ベースで約13億円の歳出削減。平成20年度：1,004項目の
事務事業を見直し対象にリストアップし、58事業を廃止。その他、縮小、民間委託等を進め、一般財源
ベースで約12億円の歳出削減。平成21年度：前年度にリストアップした437項目の事務事業を中心に、
廃止、縮小等の見直しを進めた。（秋田県）

・平成17年度：土地開発基金の廃止、難病見舞金の見直し、市長専用車のリース化など、57項目の事
務事業を見直し、総額で約35億円を削減。平成18年度：特別職専用車の見直し、住宅建築資金利子
補給制度の見直しなど、43項目の事務事業を見直し、総額で約49億円を削減。平成19年度：清掃工
場の長期責任型運営維持管理委託の導入など、31項目の事務事業を見直し、総額で約49億円を削
減。平成20年度：敬老祝金の見直し、浄化センター維持管理へ包括民間委託の導入など、 28項目の
事務事業を見直し、総額で約84億円を削減。平成21年度：市営住宅使用料徴収業務の一部民間委
託など、19項目を見直し、総額で約67億円を削減 ※削減額は計画期間中の効果継続分を含む。
（千葉市）
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１８年指針の取組状況

18年指針における要請内容 18年指針の取組状況

■知事等特別職の退職手当について、算定方法の見直しや第三者

機関における検討を通じ適切な見直し。

■ 地方公共団体と第三セクター等との随意契約の見直しについては、

国の取組を踏まえ、住民の目線に立って厳格かつ徹底的な見直しを

行い、その適正化に取り組む。

■ 住民の理解が得られるものとなるよう、職員互助会への補助に

ついて、見直しを図ること。

福
利
厚
生
事
業
の
見
直
し

随
意
契
約
の
見
直
し

特
別
職
の

退
職
手
当

■ 地方公共団体の公共サービスについて、公共サービスの質の維持

向上及び経費の削減の観点から、市場化テストの積極的な活用を図

ること。

市
場
化
テ
ス
ト
の
推
進

■ 市場化テスト導入団体（一部検討中を含む） １３１団体
（主な実施例）

・法人二税関連業務（各種申請書用紙発送業務） （岩手県）

・水道施設維持管理等業務、宅建業免許申請受付等業務（大阪府）

・清水が丘学園給食業務（熊本県）

・出張所窓口業務（宮城県丸森町）

頁

Ｐ３４

Ｐ３５

Ｐ３６

■ 随意契約の見直しの取組状況

（都道府県） 見直し済 ４６団体 見直し中 １団体 見直し予定 ０団体

（指定都市） 見直し済 １７団体 見直し中 ２団体 見直し予定 ０団体

（市区町村） 見直し済１，４６７団体 見直し中 １６０団体 見直し予定 ９２団体

■ 特別職の退職手当の見直し（都道府県・指定都市）

知事の退職手当算定方法(任期月数を上回る支給月数）の見直し

全団体実施

■ 福利厚生事業の見直し

地方公共団体の福利厚生事業については、見直しが進んでおり、職員互助会へ

の補助金（全国計）については、約８４％削減している。

平成16年度決算 ８４１億円 → 平成22年度予算 １３７億円（▲83.7％）

■ 地域民間給与の更なる反映に向け、人事委員会勧告における公民較
差のより一層精確な算定、公民比較対象企業規模の拡大、説明責任
の徹底等を推進。

■ 給与情報等公表システムを充実し、情報開示を徹底。

Ｐ１１■ 給与構造改革の実施状況（都道府県・指定都市）

全団体実施

■ 給与情報等公表の実施状況（都道府県・指定都市）

全団体実施

給
与
構
造
改
革

の
実
施
等
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１８年指針の取組状況

18年指針における要請内容 18年指針の取組状況

■ 貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動

計算書の４表の整備を標準形。

■ 取組が進んでいる団体、都道府県、人口３万人以上の都市は、

３年後までに、取組が進んでいない団体、町村、人口３万人未満の

都市は、５年後までに、４表を整備又は４表作成に必要な情報を

開示。

頁

■ 平成２０年度版財務書類の作成状況

・都道府県で４２団体（８９．４％）、指定都市で１７団体（９４．４％）、指定都市を除く

市区町村で１，１０２団体（６３．６％）が何らかのモデルで財務書類を作成済。（全体で

前年比２００団体増）

作成済と作成中を合わせた着手済の団体は、全体で１，６４０団体（９１．３％）

・都道府県で３９団体（８３．０％）、指定都市で１７団体（９４．４％）、指定都市を除く

市区町村で９２０団体（５３．１％）が新地方公会計モデルを用いて財務書類を作成済

（全体で前年比 ７５８団体増）

作成済と作成中を合わせた着手済の団体は、全体で１，４４３団体（８０．３％）

うち、連結財務書類４表まで着手済の団体は、全体で８４９団体（前年比８１０団体増）

■ 国の資産・債務管理に関する規定の趣旨を踏まえ、その地域の

実情に応じ、資産・債務の実態把握や管理体制の状況を確認する

とともに、資産・債務改革の方向性と具体的な施策を策定。

■ 未利用地の売却促進や資産の有効活用等を内容とする資産・

債務改革の方向性と具体的な施策を３年以内に策定。

公
会
計
改
革
（公
会
計
の
整
備
、
資
産
・債
務
管
理
）

■ 資産・債務の実態把握

・資産台帳整備（段階的なものを含む）を前提とする 新地方公会計モデルを用い財務書

類を作成する団体は、Ｈ20年度決算分について約1,000団体、Ｈ21年度決算分につい

て約1,650団体（見込）

■ 資産・債務改革の方針策定に向け全庁的な取り組みを行っている主な
団体

・ 全庁的に保有土地等の現状把握（資産棚卸し）を実施し、あわせて財産管理の適正化

を図る。（横浜市）

・全庁的に土地・建物・設備を、経営的な視点から設備投資や管理運営を行い、経費

の最小化・施設効用の最大化を効果的に行うためのファシリティマネジメント推進基本

方針を策定（千葉県佐倉市）

・市の全施設について施設管理マネジメントの手法を導入し、全庁統一した考えで経費

の削減に努めている。（茨城県龍ヶ崎市）

Ｐ３７

Ｐ３８
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１８年指針の取組状況

18年指針における要請内容 18年指針の取組状況

■ 当該地方公共団体の常勤の職員であった者の監査委員への選任は

特にその必要がある場合以外には行わないこととし、地方公共団体外

部の人材を登用することを原則。

■ 外部監査制度の有効活用や都道府県、指定都市及び中核市以外

における実施の拡大。

外
部
監
査
の
実
施
拡
大

監
査
委
員
の
外
部
登
用

頁

Ｐ３９
■ＯＢ委員の数 （H20.4.1） (H22.4.1）

都道府県 １９５人中、 ３３人(16.9％) １９５人中、 ３２人(16.4%) 
市区町村 ３，９６８人中、５６６人(14.3%) ３，８５３人中、５４５人(14.1%)

■外部監査導入団体数（都道府県、指定都市及び中核市を除く）

・包括外部監査導入団体数

１８年度末：１３団体 → ２団体増 → ２２年４月：１５団体

・個別外部監査導入団体数
１８年度末：５３団体 → ２０団体増 → ２２年４月：７３団体
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